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ら
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お
知
ら
せ

戸
籍
証
明
書
の
取
得
が

便
利
に
な
り
ま
し
た

　

戸
籍
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
３
月
１

日
か
ら
、
戸
籍
制
度
の
一
部
が
次
の
と

お
り
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　

戸
籍
謄
本
な
ど
の
戸
籍
証
明
書
の
取

得
や
婚
姻
届
や
転
籍
届
な
ど
の
戸
籍
の

届
出
が
便
利
に
な
り
ま
し
た
。

　

戸
籍
証
明
書
の
広
域
交
付

　

従
来
、
本
籍
地
の
み
で
行
っ
て
い
た

戸
籍
謄
本
（
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
）

や
除
籍
謄
本（
除
籍
全
部
事
項
証
明
書
、

改
製
原
戸
籍
謄
本
）
な
ど
の
戸
籍
証
明

書
の
交
付
が
、
本
籍
地
が
異
な
る
市
町

村
の
窓
口
で
も
請
求
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

※
戸
籍
抄
本（
戸
籍
個
人
事
項
証
明
書
、

戸
籍
一
部
事
項
証
明
書
）、
除
籍
抄
本

（
除
籍
個
人
事
項
証
明
書
、
除
籍
一
部

事
項
証
明
書
）の
請
求
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

請
求
で
き
る
人
は
、
本
人
、
配
偶
者
、

直
系
尊
属
（
父
母
、
祖
父
母
な
ど
）、

直
系
卑
属
（
子
、
孫
な
ど
）
で
、
父
母

の
戸
籍
か
ら
除
籍
し
た
き
ょ
う
だ
い
の

も
の
は
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
請
求

も
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
窓
口
に
お
越
し
に
な
っ
た
人

の
本
人
確
認
の
た
め
、
顔
写
真
付
き
の

身
分
証
明
書（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）
の

提
示
が
必
要
で
す
。

　

戸
籍
届
出
時
の

　
　
　

戸
籍
謄
本
の
添
付
省
略

　

３
月
１
日
届
出
分
か
ら
、
本
籍
地
で

な
い
市
町
村
の
窓
口
に
婚
姻
届
な
ど
の

届
出
を
行
う
場
合
、
届
書
へ
の
戸
籍
謄

本
（
戸
籍
全
部
事
項
証
明
書
）
の
添
付

が
原
則
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

住
民
課
住
民
係　

☎
(64)
８
３
１
４

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所

「
シ
ル
ク
・
お
ば
た
」
内
覧
会

　

４
月
１
日
開
所
予
定
の
地
域
密
着
型

介
護
施
設
の
内
覧
会
を
行
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

日
時　

３
月
23
日
㈯
、
24
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

場
所

甘
楽
町
大
字
善
慶
寺
１
３
６
２
‐
１

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
ル
ク
・
お

ば
た
西
側
）

そ
の
他　

感
染
症
予
防
の
た
め
マ
ス
ク

着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
シ
ル
ク

☎
(60)
４
１
５
１

※
内
覧
会
当
日
は
☎
(60)
７
２
５
０

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
公
募
）
を
実
施
し
ま
す

〜
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

　
　

お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

対
象
と
な
る
計
画
案

甘
楽
町
地
域
公
共
交
通
計
画

　

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
お
よ
び
再

生
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
今
後
の

地
域
公
共
交
通
の
持
続
的
な
確
保
・
維

持
を
し
て
い
く
た
め
の
計
画
で
す
。

閲
覧
方
法

　

役
場
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

閲
覧
・
意
見
募
集
期
間

３
月
１
日
㈮
〜
15
日
㈮

意
見
を
提
出
で
き
る
人

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
人

・
町
内
に
事
業
所
な
ど
を
有
す
る
個
人
、

法
人
、
団
体

・
町
内
の
事
業
所
な
ど
に
勤
務
す
る
人

・
当
該
計
画
の
策
定
に
関
し
利
害
関
係

を
有
す
る
人

意
見
の
提
出
方
法

　

３
月
15
日
㈮【
必
着
】ま
で
に
、
住

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意
見
を
記
入

し
、
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー
ル
ま
た

は
直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

提
出
・
問
い
合
わ
せ

企
画
課
企
画
調
整
係　

☎
(74)
３
１
３
３

〒
３
７
０
‐
２
２
９
２

甘
楽
町
大
字
小
幡
１
６
１
‐
１

　
　

kikaku@
tow
n.kanra.lg.jp

No.1262おしらせ版

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
は
、

町
の
重
要
な
政
策
や
計
画
な
ど
を

決
め
る
際
に
、
そ
の
案
を
町
民
の

皆
さ
ん
に
公
表
し
、
寄
せ
ら
れ
た

意
見
な
ど
を
反
映
し
な
が
ら
決
定

す
る
手
続
き
で
す
。
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